
「六角川水系緊急治水対策プロジェクト【中間とりまとめ】」の概要

○ 以下の３つを柱として取り組んでいきます。

①被害の軽減に向けた治水対策の推進（河川における対策）

②地域が連携した浸水被害軽減対策の推進（流域における対策）

③減災に向けた更なる取り組みの推進（まちづくり、ソフト施策）

　【問い合わせ先】

＜令和元年8月六角川水系の水害を踏まえた防災・減災協議会＞

事務局
　　国土交通省　九州地方整備局

武雄河川事務所　技術副所長　的場 孝文
ま と ば た か ふ み

　　　調査課長　上野 勇二
う え の ゆ う じ

　 電話（代表）0954-23-5151

　　佐賀県　県土整備部

河川砂防課　技術監　川端 良一
か わ ば た り ょ う い ち

　 電話（代表）0952-24-2111

令 和 元 年 11 月 8 日
令和元年８月六角川水系の
水害を踏まえた防災・減災
協 議 会

※詳細については、別紙をご覧下さい。

令和元年８月六角川水系の水害を踏まえた
「六角川水系緊急治水対策プロジェクト【中間とりまとめ】」を発表します。

～関係機関が連携し、逃げ遅れゼロと社会経済被害の最小化を目指す～

　令和元年８月豪雨で甚大な被害を被った六角川流域では、今回の豪雨によって明

らかになった課題に対処するため、国・県・市町で構成する「令和元年８月六角川水

系の水害を踏まえた防災・減災協議会」（１０月９日設立）において、「六角川水系緊

急治水対策プロジェクト」の取り組み方針をとりまとめました。
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